
（ 前  略 ）

（ 中  略 ）

（ 中  略 ）

１．無料宿舎 １．無料宿舎

（ 略 ） （ 同　左 ）

２．有料宿舎 ２．有料宿舎

宿　舎　名 所　　　在　　　地 構造 宿　舎　名 所　　　在　　　地 構造

ａ ｂ ｂ ｃ ｄ ｅ ａ ｂ ｂ ｃ ｄ ｅ

Ｗ 1 1 Ｗ 1 1 

（ 中  略 ）

Ｗ 2 2 Ｗ 2 2 

Ｗ   1   1 Ｂ 1 1 2 4 

Ｂ 1 1 2 4 ＲＣ 10 10 20 

ＲＣ 10 10 20 ＊構造　　Ｗ・・木造、Ｂ・・組積造、ＲＣ・・鉄骨鉄筋コンクリート及び鉄筋コンクリート造

＊構造　　Ｗ・・木造、Ｂ・・組積造、ＲＣ・・鉄骨鉄筋コンクリート及び鉄筋コンクリート造

　（ 後  略 ）

　（貸与の承認）

　い。

　（貸与の承認）

第７条　第５条又は第６条に規定する貸与資格がある者で、宿舎の貸与を希望する者は宿舎

　貸与申請書（様式１）を、駐車場の貸与を希望する者は駐車場貸与申請書（様式２）を財

　務担当の理事（以下「財務担当理事」という。）に提出し、その承認を得なければならな

本郷職員宿舎

高槻職員宿舎 高槻市八丁畷町１２の７

京都市左京区吉田橘町

単身用規格 世帯用規格

京都市北区上賀茂本山町４５７

岐阜県吉城郡上宝村大字本郷字森
下６３５の１

京都市北区上賀茂本山町４５７

宮崎職員宿舎 宮崎市大字加江田小字深田

宿　舎　戸　数　（戸）

計

上賀茂職員宿舎

京都市左京区吉田橘町

上賀茂職員宿舎

高槻職員宿舎 高槻市八丁畷町１２の７

本郷職員宿舎
岐阜県吉城郡上宝村大字本郷字森
下６３５の１

国立大学法人京都大学宿舎管理規則　新旧対照表

別表第２　（第３条関係）

改　　　　　正　　　　　前 改　　　　　正　　　　　後

別表第２　（第３条関係）

第７条　第５条又は第６条に規定する貸与資格がある者で、宿舎の貸与を希望する者は宿舎

　貸与申請書（様式１）を、駐車場の貸与を希望する者は駐車場貸与申請書（様式２）を財

　務担当理事に提出し、その承認を得なければならない。

橘町職員宿舎

　　　　附　則

　　この規則は、平成２１年４月１日から施行する。

単身用規格

橘町職員宿舎

宿　舎　戸　数　（戸）

世帯用規格
計


